
 

 

 

保育園・認定こども園等の入園状況と待機児童数について 

 

 

令和６年４月１日現在の保育園・認定こども園等の入園状況については、１８，771人の

入園申込みがあり、１８，079人を入園決定した結果、認可保育園等に入れなかった方は 

６92人、そのうち待機児童は0人となりました。 

 
 
 

就学前教育・保育部会 資料１ 

令和６年５月２４日 

就園管理課 
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復職の意思なし
177人復職の意思なし

159人

特定の保育所等を希望

232人

特定の保育所等を希望

238人

【待機児童】　1人

入園児童

18,232人

入園児童

18,079人

幼稚園預かり保育等 8人

企業主導型保育事業
195人

幼稚園預かり保育等 9人

企業主導型保育事業
155人

特認登録保育施設 61人
特認登録保育施設 32人

求職活動を休止　19人
求職活動を休止　19人

○岡山市の待機児童数について

令和5年4月1日 令和6年4月1日

入園申込み 入園申込み

18,845人 18,771人

入園申込み

7４人減

待機児童は0人に

入園児童

15３人減

未入園児童

(R５) ６１３人

↓

(R６) ６９2人

（79人増）

その他の保育サービス

利用児童の計

(R５) 196人

↓

(R６) 264人

（68人増）
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１ 申込状況について

２ 就学前人口・申込児童の年齢別内訳

３ 入園児童・未入園児童年齢別内訳

  ３人 
合計 １８，０７９人 １８，２３２人 ▲１５３人 ６９２人 ６１３人   ７９人 

５歳児 ３，６６４人 ３，７２１人 ▲ ５７人 １０人 ７人 

▲ １２人 
４歳児 ３，５９３人 ３，６２１人 ▲ ２８人 ２６人 ２３人   ３人 
３歳児 ３，４３７人 ３，４９７人 ▲ ６０人 ６８人 ８０人 

  ４２人 
２歳児 ３，４１４人 ３，３３８人   ７６人 １４９人 １１７人   ３２人 
１歳児 ２，９６２人 ２，９８７人 ▲ ２５人 ３５２人 ３１０人 

増減
０歳児 １，００９人 １，０６８人 ▲ ５９人 ８７人 ７６人   １１人 

▲ ７４人 

入園児童数 未入園児童数
年齢 令和６年４月 令和５年４月 増減 令和６年４月 令和５年４月

合計 ３１，３３９人 ３２，７４１人 ▲１，４０２人 １８，７７１人 １８，８４５人 

▲ ２５人 
５歳児 ５，６４３人 ５，９５７人 ▲３１４人 ３，６７４人 ３，７２８人 ▲ ５４人 
４歳児 ５，４２０人 ５，６６９人 ▲２４９人 ３，６１９人 ３，６４４人 

  １０８人 
３歳児 ５，２１６人 ５，４５８人 ▲２４２人 ３，５０５人 ３，５７７人 ▲ ７２人 
２歳児 ５，２４０人 ５，２７４人 ▲ ３４人 ３，５６３人 ３，４５５人 

▲ ４８人 
１歳児 ５，１３１人 ５，２７３人 ▲１４２人 ３，３１４人 ３，２９７人   １７人 
０歳児 ４，６８９人 ５，１１０人 ▲４２１人 １，０９６人 １，１４４人 

就学前人口 申込児童数
年齢 令和６年４月 令和５年４月 増減 令和６年４月 令和５年４月 増減

＜内訳＞
入園児童数 １８，０７９人 １８，２３２人 ▲１５３人 
未入園児童数 ６９２人 ６１３人   ７９人 

待機児童数 ０人 １人 ▲  １人 

令和６年４月の保育園等への年齢別入園調整状況について

令和６年４月 令和５年４月 増減
申込児童数 １８，７７１人 １８，８４５人 ▲ ７４人 
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入園申込みと保育の受け皿確保の推移

※1　入園申込み（実績）：各年4月1日現在

※2　保育の受け皿の確保実績のうち企業主導型保育事業、特認登録保育施設、幼稚園預かり保育等

※3　保育の受け皿の確保実績のうち認可保育所及び認定こども園（2・3号認定こども）

14,574 

15,281 

16,016 

17,261 
17,973 

18,820 
18,870 

18,966 
19,014 

322 

1,367 

1,706 

1,837 

2,051 2,277 2,223 
2,477 

16,318 

17,088 
17,464 

18,284 

18,716 
18,875 18,884 

18,845 18,771

13,000

14,000

15,000

16,000

17,000

18,000

19,000

20,000

21,000

22,000

H28.4.1 H29.4.1 H30.4.1 H31.4.1 R2.4.1 R3.4.1

（人）

14,574

21,491

保育の受け皿の確保数

（認可施設と認可施設以外の合計）

19,014

R4.4.1

保育の受け皿数
（認可施設と認可施設以外の合計）

入園申込み

(実績）※１

15,603

18,967

19,810

20,871
21,147

保育の受け皿のうち認可施設 ※３

保育の受け皿のうち認可施設以外※２

21,189 

R6.4.1R5.4.1

申込児童数
17,383

こども園推進課・就園管理課

－
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(単位：人)

H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5 R6

就学前児童数(A) 38,708 38,182 37,581 36,806 36,062 34,924 33,710 32,741 31,339

入園申込児童数(B) 16,318 17,088 17,464 18,284 18,716 18,875 18,884 18,845 18,771

利用定員数 14,574 15,281 16,016 17,261 17,973 18,820 18,870 18,966 19,014

受入児童数（C） 14,975 15,593 16,017 16,817 17,330 18,039 18,256 18,232 18,079

（B）-（C)  (未入園児) 1,343 1,495 1,447 1,467 1,386 836 628 613 692

－ 95 298 386 360 211 197 196 264

729 849 551 353 259 31 8 1 0

申込率 (B／A) 42.2% 44.8% 46.5% 49.7% 51.9% 54.0% 56.0% 57.6% 59.9%

入園申込児童増加数 865 770 376 820 432 159 9 ▲ 39 ▲ 74

利用定員増加数 527 707 735 1,245 712 847 50 96 48

注)　待機児童数は、未入園児童数の内数。

※　未入園児童のうち、幼稚園等での預かり保育等、企業主導型保育事業及び特認登録保育施設を利用する児童数。

　　 待機児童のカウントから除く。（国の定義）

待機児童数

保育所等入園申込児童数の推移(平成28年度～令和6年度)

年度（4月1日現在）

認
可
保
育
施
設

その他の保育サービス
利用児童の計※

認
可
保
育
施
設

※ ※※ ※ ※ ※ ※※※－
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保育利用調整基準の見直しについて 

 

１ 概要 

 きょうだいが同園を利用しやすくなるよう保育利用調整基準（※１）の見直しを行うもの。ま

た、その他所要の変更を実施するもの。 

（※１）保育利用調整基準 … 認可保育施設の申込をされた児童について、保育の必要性が高い

順に利用調整を実施する基準を定めたもの。保護者の保育の必要

性（基礎点数）及び入園を優先すべき事由（調整点数）の合計点数

により、調整を実施する。 

 

２ 見直しの背景 

 平成 28 年度以降多くの待機児童が発生していたため、入園できる環境の整備を最優先

に対策してきた。その結果、令和４年度からは待機児童が一桁となり、令和６年度はゼロと

なった。待機児童解消の保育環境は維持できており、保護者ニーズにも対応できる段階と

なった。 

 そこで、育児負担軽減等を目的とし、きょうだいが同園を利用しやすくなるよう保育利用

調整基準の見直しを実施する。 

 

３ 保育利用調整基準の見直し内容（案） 

（１） きょうだい同園利用 

No. 調整区分 変更前点数 変更後点数 変更の趣旨 

1 きょうだい 

（同時申込、兄姉が在園

している園への申込） 

１点 ３点 

（＋２点） 

きょうだいができるだけ

同園を利用できるよう加

点を変更 

2 育児休業明け 

（兄姉が在園している園

への申込） 

10 点 ８点 

（▲２点） 

自園保育士加点とのバラ

ンスを保つため、No.1 と

No.2 の合計点数を現行

と同じ 11 点に調整 

 

（２） 社会的養護（児童虐待） 

調整区分 変更前点数 変更後点数 変更の趣旨 

社会的養護 10 点 20 点 

（＋10 点） 

最優先で入園すべき児童が必

ず入園できるよう変更 

 

  

就学前教育・保育部会 資料２ 

令和６年５月２４日 

就園管理課 
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（３） 地域型保育事業（※２）卒園児 

地域型保育事業を利用しており、年齢到達により転園申込を行う場合の調整点数を

変更する。 

 

（変更の趣旨） 

地域型保育事業の連携施設（※３）の確保に係る経過措置が令和 6 年度末で終了する

ため、連携施設の有無の区分を廃止するもの 

 

【変更前】 

調整区分 点数 

連携施設がある地域型保育事業を利用 

（連携施設以外の施設に申込） 

２点 

連携施設がない地域型保育事業を利用 ５点 

 

 

【変更後】 

調整区分 点数 

地域型保育事業を利用 ２点 

 

（※２）地域型保育事業 … 小規模な人数での保育を実施しており、原則として満３歳未満が

利用できる施設。満３歳になると転園申込を行う。連携施設を確

保しておく必要がある。 

（※３）連携施設 ………… 地域型保育事業に対して、保育内容の支援、職員不足時の代替保

育の提供、地域型保育事業卒園後の受け皿になるなどの連携を

行う施設 

 

４ 保育利用調整基準の改正時期 

令和７年度４月入園の利用調整より 
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◎「保育の必要性」の事由の区分による点数表（基礎点数表）  ※保護者それぞれ１０点が満点 

区分 類型 保護者の状況（細目） 基礎点数 

１ 
※1 就 労 

被雇用者 

自営業 

農 業 

月１４０時間以上の勤務を常態としている場合 １０ 

月１２０時間以上の勤務を常態としている場合 ９ 

月１００時間以上の勤務を常態としている場合 ６ 

月８０時間以上の勤務を常態としている場合 ５ 

月４８時間以上の勤務を常態としている場合 ４ 

内 職 

月１２０時間以上の勤務を常態としている場合 ５ 

月６０時間以上の勤務を常態としている場合 ３ 

月４８時間以上の勤務を常態としている場合 ２ 

２ 妊娠・出産 
出産予定日の前６週（多胎の場合前 14 週）から産後８週の期間を含む月単位の期間

にある場合 
８ 

３ 

疾 病 

・ 

負 傷 

・ 

障 害 

疾 病 

負 傷 

１か月以上の入院もしくは入院見込み、常時臥床の場合 １０ 

居宅内療養 

（１か月以上） 

安静を要すると診断された場合又は、日常生活に支

障があり、家庭での保育が困難な場合 
８ 

週３日程度の通院加療等が必要な場合 ４ 

障 害 

「身体障害者手帳１～２級所持」、「聴覚障害者２～３級所持」、「精神障害

者保健福祉手帳１級所持」、「療育手帳Ａ所持」、「介護保険の要介護度が３

～５」のいずれかに該当する場合 

１０ 

「身体障害者手帳３級所持」、「聴覚障害者４級所持」、「精神障害者保健福

祉手帳２級所持」、「療育手帳Ｂ所持」、「介護保険の要介護度が１～２」の

いずれかに該当する場合 

６ 

「身体障害者手帳４～６級所持」、「精神障害者保健福祉手帳３級所持」、

「介護保険の要介護度が要支援」のいずれかに該当する場合 
３ 

４ 
同居親族等の 

介護又は看護 
同居の親族（長期間入院等をしている親族を含む）を常時介護又は看護している場合 区分１を準用 

５ 災 害 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている場合 １０ 

６ 求職中 求職活動（起業の準備を含む）を継続的に行っている場合 １ 

７ 就学等 
就 学 就学のため、保育することができない場合※2 区分１を準用 

職業訓練 職業訓練を受けるため、保育することができない場合 区分１を準用 

８ 社会的養護 社会的養護の必要がある場合 １０ 

９ 育児休業中 育児休業期間中に保育施設等を引き続き利用することが必要と認められる場合※3 １０ 

10 その他 

育児休業復帰予定 育休復帰予定月の前月以降３か月以内である場合 区分１を準用 

採用（起業、 

就学）予定 
採用（起業、就学）予定月の前月以降３か月以内である場合 

区分１から１点 

減じたものを準用 

別居の親族等の 

介護又は看護 

別居の親族（長期間入院等をしている親族を含む）を常時介護又

は看護している場合で、区分４と同等であると認められる場合 
区分１を準用 

不存在※4 死亡、離婚、行方不明、拘禁等 １０ 

育児休業取得前に既に保育施設等を利用しており、次年度に小学校への就学を控えて

いる年度中に職場復帰する場合 

復帰時の状況により

区分１を準用 

前各号に掲げるもののほか、市長が特別に認める場合  
 

※1 区分１については、法定の休憩時間を除いた所定労働時間（自営業等の方も準じて除きます）により判断します。 

※2 時間の制約がない自宅で行う通信教育は除きます。 

※3 既に保育施設等を利用している児童が、次年度に小学校への就学を控える場合、又は育児休業に係る児童が満１歳になる月の

末日までの場合となります。 

※4 区分10 のうち「不存在」は、離婚等によりひとり親であることを認定した場合に点数付与するために設けた項目であり、「保

育の必要性」の事由ではありません。 

  

保育利用調整基礎点数表等 
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◎「優先利用」の区分による点数表（調整点数表） 
 調整点数表において、同時に複数の項目に該当する場合は、該当するもの全てを加（減）算したものを世帯の調整

点数とします。また、１つの区分において同時に複数該当する場合は、該当するもののうち最も点数の高いものを加

算します。なお、基準を判断するための書類が提出されていない場合は、適用されません。 

区分 類型 状況 点数 

Ａ ひとり親世帯 児童が母又は父のみに養育されている場合 ３ 

Ｂ 生活保護 経済的自立のため緊急に就労を要する場合 １ 

Ｃ 失業 生計中心者が利用希望日の前１年以内に離職しており、就労の必要性が高い場合 ２ 

Ｄ 社会的養護 社会的養護の必要がある場合 1～10 

Ｅ 障害 

障害児保育拠点園の利用を希望する３歳以上児について、保育観察を受けた結果、障害児保育

拠点園の利用がより適切であると判断された場合 
５ 

保育施設等の利用を希望する児童が障害を有する場合 １ 

Ｆ 育児休業明け※1 

①兄又は姉が育児休業中（区分９）により継続利用しており、育児休業にかかる児童が兄又は

姉と同じ保育施設等に育児休業復帰予定（区分10）で利用申込みする場合※2 

②保護者が育児休業（または産前産後休暇）から復帰するため、一度退園した児童が同じ保育

施設等を利用申込みする場合及び育児休業にかかる児童が当該児童と同じ保育施設等を利用

申込みする場合 

１０ 

上記以外の場合（産前産後休暇後すぐに復帰する場合を含む） １ 

Ｇ きょうだい 
きょうだい（多胎で生まれた児童や、１号認定を受けた兄姉が認定こども園を利用している場

合を含む）が同一の保育施設等の利用を希望する場合※3 
１ 

Ｈ 
地域型保育事業 

利用終了児 

連携施設がない地域型保育事業を利用しており、年齢到達により認可保育園又は認定こども園

の利用を希望する場合※4 
５ 

連携施設がある地域型保育事業を利用しており、年齢到達により連携施設以外の認可保育園又

は認定こども園の利用を希望する場合 
２ 

Ｉ 同居の祖父母 
65 歳未満（昭和35 年4 月2 日以降生まれ）の同居祖父母で、基礎点数表の区分１～５、７～

10 に該当しない場合 
各-３ 

Ｊ 保育士等 

保育士証を持つ保護者が、保育に従事するために自身が就労中

又は就労（復職）予定の市内の保育施設等（認可保育園、認定こ

ども園、地域型保育事業）に児童の入園を希望し、右記の勤務を

常態としている場合 

月８０時間以上 １０ 

月４８時間以上８０時間未満 ５ 

上記以外で、保育士証を持つ保護者が、保育に従事するために市

内の保育施設等（認可保育園、認定こども園、地域型保育事業）

に就労中又は就労（復職）予定で、右記の勤務を常態としている

場合 

月８０時間以上 ５ 

月４８時間以上８０時間未満 ３ 

Ｋ 
保育利用申込書の「育児休業の延長が可能で、利用調整において合計点数1 点になるまで減点となることに不服はない」

にチェックをつけた場合、合計点数を１点となるまで減点する。※5 

※1 区分10（育児休業復帰予定）で利用申込みした児童が、利用不可となった後も継続して利用申込みを行っている場合は、その

利用申込みの途中で保護者が職場復帰したとしても、保育施設等の利用が開始されるまで、当初の利用希望月の属する年度に限

らず翌年度以降も適用されます。また、きょうだいが在園している場合、申込み期間中のきょうだいの保育の必要量（利用時間）

は、育児休業にかかる児童が入園するまでは保育短時間になります。 

※2 育児休業復帰（産前産後休暇後すぐに復帰する場合を含む）の際に、育児休業にかかる児童が兄又は姉と同じ保育施設等の受

入月齢等に達していないため利用申込みができず、後に受入月齢等に達する月に利用申込みする場合も含みます（ただし、達する

月に利用申込みをしていない場合は除く）。 

※3 きょうだいが一人でも利用不可となる場合又はきょうだい別々の保育施設等で内定となる場合は適用されません。 

※4 連携施設のある事業所内保育事業の従業員枠を利用している児童が、連携施設を申し込む場合も含みます。 

※5 利用調整の結果、内定となる場合があります。その場合、不可通知は発行されません。通常の点数での調整に変更を希望する

場合には、変更届を提出し手続きを行う必要があります。きょうだいが在園している場合、申込み期間中のきょうだいの保育の必

要量（利用時間）は、保育短時間になります。 

◎ 基礎点数及び調整点数の合計点が同じになった場合の優先順位表（同点時基準表）※1  
順位 状況  順位 状況 

１ 希望順位が高い世帯  ５ 保育料等の滞納がない世帯※2 

２ 希望施設で就労（予定）している保護者がいる世帯  ６ 利用者負担額表の階層が低い世帯 

３ 調整点数表の区分Ｊ（保育士等）を適用された世帯  ７ 所得が低い世帯※3 

４ 基礎点数が高い世帯    

※1 基準を判断するための書類が提出されていない場合は、適用されません。 

※2 滞納の保育料等が６か月分以上あり、かつ納付の相談がない世帯又は、滞納の保育料等の納付約束を履行しない世帯は、適用

されません。 

※3 順位７の基準となる保護者の所得は、４～８月の保育利用調整の場合は令和５年度課税所得（令和４年分所得）、９月以降は令

和６年度課税所得（令和５年分所得）を基準とします。 
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